
令
和
二
年
三
月
二
十
七
日（
金
曜
日
）

午
後
一
時
五
分
開
会

委
員
の
異
動

三
月
二
十
七
日

辞
任

補
欠
選
任

山
田

修
路
君

山
下

雄
平
君

森

ゆ
う
こ
君

伊
藤

孝
恵
君

出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

委
員
長

江
島

潔
君

理

事

高
野
光
二
郎
君

堂
故

茂
君

舞
立

昇
治
君

徳
永

エ
リ
君

宮
沢

由
佳
君

委

員

岩
井

茂
樹
君

野
村

哲
郎
君

藤
木

眞
也
君

宮
崎

雅
夫
君

山
下

雄
平
君

山
田

俊
男
君

伊
藤

孝
恵
君

石
垣
の
り
こ
君

打
越
さ
く
良
君

郡
司

彰
君

河
野

義
博
君

塩
田

博
昭
君

谷
合

正
明
君

石
井

苗
子
君

紙

智
子
君

衆
議
院
議
員農

林
水
産
委
員
長

吉
野

正
芳
君

国
務
大
臣

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓
君

副
大
臣

農
林
水
産
副
大
臣

加
藤

寛
治
君

事
務
局
側

常
任
委
員
会
専
門

員

大
川

昭
隆
君

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

〇
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内

閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）

〇
養
豚
農
業
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
衆
議

院
提
出
）

○
委
員
長（
江
島
潔
君
）

た
だ
い
ま
か
ら
農
林
水
産
委
員

会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

本
日
、
山
田
修
路
君
及
び
森
ゆ
う
こ
君
が
委
員
を
辞
任

さ
れ
、
そ
の
補
欠
と
し
て
山
下
雄
平
君
及
び
伊
藤
孝
恵
君

が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

○
委
員
長（
江
島
潔
君
）

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
及
び
養
豚
農
業
振
興
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
の
両
案
を
一
括
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

両
案
に
対
す
る
質
疑
は
既
に
終
局
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。

別
に
御
意
見
も

な
い
よ
う
で
す
か
ら
、
こ
れ
よ
り
直
ち
に
採
決
に
入
り
ま

す
。ま

ず
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
に
つ
い
て
採
決
を
行
い
ま
す
。

本
案
に
賛
成
の
方
の
挙
手
を
願
い
ま
す
。

〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
委
員
長（
江
島
潔
君
）

全
会
一
致
と
認
め
ま
す
。
よ
っ

て
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
際
、
徳
永
君
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す

の
で
、
こ
れ
を
許
し
ま
す
。
徳
永
エ
リ
君
。

○
徳
永
エ
リ
君

私
は
、
た
だ
い
ま
可
決
さ
れ
ま
し
た
家

畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
し
、

自
由
民
主
党
・
国
民
の
声
、
立
憲
・
国
民
�
新
緑
風
会
・

社
民
、
公
明
党
、
日
本
維
新
の
会
及
び
日
本
共
産
党
の
各

派
共
同
提
案
に
よ
る
附
帯
決
議
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。

案
文
を
朗
読
い
た
し
ま
す
。

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
案
）

平
成
三
十
年
九
月
以
降
、
国
内
に
お
け
る
豚
熱
の
発

生
を
受
け
、
農
林
水
産
省
は
、
都
道
府
県
や
関
係
省
庁

と
連
携
し
、
防
疫
の
基
本
と
な
る
飼
養
衛
生
管
理
の
徹

底
、
予
防
的
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
、
野
生
イ
ノ
シ
シ
の
捕

獲
強
化
や
経
口
ワ
ク
チ
ン
散
布
等
を
行
い
、
豚
熱
の
封

じ
込
め
に
向
け
て
対
策
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。一

方
、
ワ
ク
チ
ン
や
有
効
な
治
療
方
法
が
な
い
ア
フ

リ
カ
豚
熱
は
ア
ジ
ア
地
域
で
急
速
に
拡
大
し
、
我
が
国

へ
の
侵
入
の
脅
威
が
一
層
高
ま
っ
て
い
る
。
国
会
に
お

い
て
は
、
家
畜
の
悪
性
伝
染
性
疾
病
の
ま
ん
延
は
我
が

国
畜
産
業
に
深
刻
な
打
撃
を
与
え
る
と
い
う
認
識
の
下

に
、
本
法
律
案
の
提
出
に
先
立
ち
、
当
分
の
間
の
措
置

を
定
め
た
ア
フ
リ
カ
豚
熱
を
予
防
的
殺
処
分
の
対
象
と

す
る
た
め
の
法
整
備
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

豚
熱
を
早
期
に
終
息
さ
せ
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
等
の
悪

性
伝
染
性
疾
病
の
国
内
へ
の
侵
入
を
防
止
す
る
こ
と

は
、
我
が
国
の
畜
産
の
振
興
を
図
る
上
で
最
優
先
か
つ

最
重
要
の
課
題
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
政
府
、
都
道
府

県
、
関
係
者
一
体
と
な
っ
て
家
畜
防
疫
に
取
り
組
む
必

要
が
あ
る
。

ま
た
、
口
蹄
疫
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、

豚
流
行
性
下
痢
、
ヨ
ー
ネ
病
等
の
伝
染
性
疾
病
の
脅
威

が
引
き
続
き
存
在
し
て
お
り
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の

事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

都
道
府
県
が
飼
養
衛
生
管
理
に
係
る
指
導
等
に
積

極
的
に
取
り
組
む
た
め
に
、
都
道
府
県
の
飼
養
衛
生

管
理
指
導
等
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
十
分
な
指
導
及

び
助
言
を
行
い
、
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
予
防

を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
都
道
府
県
に
よ
る
飼
養
衛
生
管
理
に
係
る

指
導
等
の
取
組
状
況
を
正
確
に
把
握
し
、
的
確
な
指

導
を
行
う
こ
と
。
特
に
、
養
豚
農
場
に
お
け
る
飼
養

衛
生
管
理
の
水
準
が
向
上
す
る
よ
う
措
置
す
る
こ

と
。

二

家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
予
防
及
び
ま
ん
延
防

止
の
た
め
の
措
置
に
係
る
国
、
地
方
公
共
団
体
、
家

畜
の
所
有
者
、
関
連
事
業
者
及
び
自
衛
防
疫
団
体
の

相
互
の
連
携
を
強
化
し
、
実
効
性
の
あ
る
防
疫
措
置

を
実
施
す
る
た
め
に
、
協
議
会
を
積
極
的
に
開
催

し
、
そ
の
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
獣
医
師
で
あ
る

家
畜
防
疫
員
の
十
分
な
確
保
な
ど
体
制
を
強
化
す
る

こ
と
。

ま
た
、
人
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
人
獣

共
通
感
染
症
等
の
未
知
の
家
畜
伝
染
性
新
疾
病
の
発

生
に
備
え
、
実
効
性
の
あ
る
防
疫
措
置
の
実
施
、
予

防
法
や
治
療
法
の
開
発
等
が
で
き
る
よ
う
、
体
制
の

整
備
を
図
る
こ
と
。

三

家
畜
伝
染
病
の
発
生
時
に
お
け
る
適
切
か
つ
迅
速

な
初
動
対
応
を
実
施
す
る
た
め
に
、
家
畜
の
健
康
観

察
に
よ
り
特
定
症
状
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
直

ち
に
家
畜
保
健
衛
生
所
に
通
報
す
る
よ
う
、
都
道
府

県
と
連
携
し
つ
つ
、
家
畜
の
所
有
者
そ
の
他
畜
産
業

従
事
者
へ
の
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
。

四

海
外
か
ら
の
畜
産
物
の
違
法
持
込
み
に
対
す
る
罰

則
強
化
、
当
該
違
反
畜
産
物
の
廃
棄
等
の
家
畜
防
疫

官
の
権
限
強
化
に
つ
い
て
は
、
厳
格
に
運
用
し
摘
発

を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
外
国
政
府
、
船
舶
・
航
空

（
第

八

部
）

（
七
六
）

第
二
百
一
回

国

会
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会
社
及
び
旅
行
会
社
等
を
通
じ
て
そ
の
周
知
を
徹
底

す
る
こ
と
。

ま
た
、
家
畜
防
疫
官
の
増
員
、
検
疫
探
知
犬
の
増

頭
等
に
よ
り
水
際
検
疫
に
係
る
体
制
の
充
実
・
強
化

を
図
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
口
蹄
疫
や
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
の
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
が
海
外
で
ま
ん
延
し
て

い
る
現
状
に
鑑
み
、
そ
の
国
際
的
な
拡
散
を
防
止
す

る
た
め
、
近
隣
諸
国
と
協
力
し
、
疾
病
情
報
等
の
共

有
を
進
め
る
と
と
も
に
、
防
疫
対
策
の
向
上
を
推
進

す
る
こ
と
。

五

野
生
動
物
に
悪
性
伝
染
性
疾
病
の
発
生
が
確
認
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
飼
養
衛
生
管
理
基
準
の
遵

守
に
係
る
勧
告
・
命
令
を
含
む
ま
ん
延
防
止
措
置
が

的
確
に
行
わ
れ
る
よ
う
速
や
か
に
都
道
府
県
知
事
に

指
示
す
る
こ
と
。

ま
た
、
野
生
鳥
獣
の
捕
獲
活
動
に
従
事
す
る
者
の

高
齢
化
・
減
少
が
進
む
中
、
野
生
イ
ノ
シ
シ
に
よ
る

養
豚
農
場
へ
の
豚
熱
等
の
侵
入
リ
ス
ク
の
軽
減
及
び

浸
潤
状
況
調
査
の
た
め
、
関
係
者
が
緊
密
に
連
携
し

て
、
戦
略
的
に
そ
の
捕
獲
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、

陰
性
が
確
認
さ
れ
た
個
体
の
適
切
な
利
用
に
向
け
た

取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。

六

飼
養
衛
生
管
理
基
準
の
見
直
し
に
よ
る
エ
コ

フ
ィ
ー
ド
に
係
る
加
熱
処
理
条
件
の
引
上
げ
に
つ
い

て
は
、
農
場
に
お
け
る
遵
守
は
も
と
よ
り
、
食
品
リ

サ
イ
ク
ル
事
業
者
が
円
滑
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
施

設
の
更
新
に
係
る
低
利
融
資
等
の
支
援
を
行
う
こ

と
。右

決
議
す
る
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

何
と
ぞ
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

○
委
員
長（
江
島
潔
君
）

た
だ
い
ま
徳
永
君
か
ら
提
出
さ

れ
ま
し
た
附
帯
決
議
案
を
議
題
と
し
、
採
決
を
行
い
ま

す
。本

附
帯
決
議
案
に
賛
成
の
方
の
挙
手
を
願
い
ま
す
。

〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
委
員
長（
江
島
潔
君
）

全
会
一
致
と
認
め
ま
す
。
よ
っ

て
、
徳
永
君
提
出
の
附
帯
決
議
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て

本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

た
だ
い
ま
の
決
議
に
対
し
、
江
藤
農
林
水
産
大
臣
か
ら

発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
際
、
こ
れ
を

許
し
ま
す
。
江
藤
農
林
水
産
大
臣
。

○
国
務
大
臣（
江
藤
拓
君
）

た
だ
い
ま
は
法
案
を
可
決
い

た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

附
帯
決
議
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、

適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

○
委
員
長（
江
島
潔
君
）

次
に
、
養
豚
農
業
振
興
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
採
決
を
行
い
ま
す
。

本
案
に
賛
成
の
方
の
挙
手
を
願
い
ま
す
。

〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
委
員
長（
江
島
潔
君
）

全
会
一
致
と
認
め
ま
す
。
よ
っ

て
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
両
案
の
審
査
報
告
書
の
作
成
に
つ
き
ま
し
て

は
、
こ
れ
を
委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す

が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
江
島
潔
君
）

御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ
う

決
定
い
た
し
ま
す
。

本
日
は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
後
一
時
十
五
分
散
会

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
作
成

参
議
院
事
務
局

作
成
者

国
立
印
刷
局

Ａ

第
八
部

農
林
水
産
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

【
参
議
院
】

二


